
琴浦町告示第９９号

残骨灰等の売却に関する告示について

下記の通り一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

６第１項及び琴浦町財務規則（平成１６年９月１日規則第４７号。以下「財務規則」という。）第１２２

条の規定に基づき公告する。

令和６年１２月２日

琴浦町長 福本 まり子

１ 入札に付する事項

（１） 役務の名称 令和６年度琴浦町営斎場残骨灰等売却業務

（２） 売払方法 一般競争入札

（３） 調達案件の仕様等 入札参加要領による

（４） 履行期間 契約締結日～令和７年３月２１日

（５） 履行場所 琴浦町大字梅田２８９番地３６

（６） 入札方法 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額の 10％を相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をも

って落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金

額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

（７） 注意事項 本契約の残骨灰売却費は残骨灰の回収、運搬及び納骨・供養等

にかかる経費一式を控除した額が入札金額となる。

なお、代金については、委託者は完了検査合格後に受託者へ納入通知

書を送付し、請求するものとする。受託者は、当規定による請求があ

ったときは、請求を受けた日から 30日以内に一括で支払わなければ

ならない。

※詳細は、入札参加要領のとおり。

２ 入札参加資格

次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

（１） 財務規則第１２０条第１項または第２項の規定に該当する者

（２） 琴浦町の職員であって当該入札の事務に従事する者

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号

に掲げる者

（４） 過去２年間に県内官公庁と締結した残骨灰の減容化及び無害化処理に関する契約実績が３例以上

ない者。

（５） その他町長が不適当と認める者

３ 契約する者

鳥取県琴浦町長 福本 まり子



４ 入札手続及び契約に関する担当部局

名 称 ： 琴浦町役場 町民生活課 ゼロカーボン推進室

所 在 地 ： 〒６８９－２３９２ 鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万５９１番地２

電話番号 ： ０８５８－５２－１７０３

ファクシミリ： ０８５８－４９－００００

電子メール ： tyoumin@town.kotoura.tottori.jp

５ 入札手続等

（１） 入札参加要領等の交付方法

本件公告の日から開札日の前日までに、インターネットの町ホームページから入手すること。

ただし、これにより難い場合は、４の場所において本件公告の日から令和６年１２月１７日

（火）（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の午前９時から午後５時までの間に直接交付する。

（２） 入札に係る事前手続

ア 本件入札に参加を希望する者は、入札参加要領の５（１）で示す事前提出物を、４の場所に令和

６年１２月１３日（金）午前１０時までに提出（必着）し、入札参加資格の確認を受けること。

イ 代理人により入札を行う場合は、アの提出書類の他、委任状（入札参加要領様式第３号によ

る。）を、令和６年１２月１３日（金）午前１０時までに提出し、入札参加資格の確認を受ける

こと。

（３） 開札の日時及び場所

ア 日時 令和６年１２月２０日（金）

（開札時間）午前１０時１５分

イ 場所 鳥取県琴浦町役場 本庁舎１階 町民生活課

ウ 入札参加資格確認を受けた者は４の場所に令和６年１２月２０日（金）午前１０時までに入札関

係書類を提出（必着）すること。

（４） 郵便等による入札

可とする。ただし、書留郵便（親展と明記すること。）又は民間事業者による信書の送達に関す

る法律（平成 14年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に

規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずる

もの（親展と明記すること。）により、４の場所に送付すること。

（５） 入札方法

ア 入札は、紙入札により行うこと。

イ 入札書は、入札参加要領の５に示すところにより記入押印し、密封して持参又は郵送等により提

出しなければならない。

ウ 入札書の作成、提出方法の詳細は入札参加要領を参照すること。

６ その他

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

（２） 入札の無効

次のアからキに掲げる入札は無効とする。

ア 入札参加資格のない者の入札

イ 他の入札者の代理人を兼ねた者、若しくは２人以上の入札者の代理をした者の入札

ウ 委任状のない代理人のした入札



エ 記名押印のない入札

オ 金額を訂正した入札書による入札

カ 金額数字の不鮮明な入札

キ その他入札に関する規則等に違反した者の入札

（３） 契約書作成の要否

要

（４） 落札者の決定方法

本件公告に掲げる最低入札価格以上の額で最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。

なお、落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、別に定める方法によるく

じで決定する。

（５） 手続における交渉の有無

無

（６） その他

詳細は、入札参加要領による。


